
対話型鑑賞教育ファシリテーター養成講座説明会について 

 

１ 日時 令和６年７月１６日(火) 午前１０時～１１時３０分 

２ 会場 市民ギャラリー 第１展示室 

３ 内容 

         進行：大場 主幹 

（１）はじめの言葉       館長 

（２）文化課長挨拶、対話型鑑賞教育推進について   文化課長 

（３）養成講座の概要と今後の事業展開について   館長 

（４）雇用条件および提出書類について    総務担当 

（５）船橋市民ギャラリーの対話型鑑賞教室について      アドバイザー  

（６）質疑応答 

 

４ 配布資料 

（１）説明資料 

・説明会次第 

・船橋市文化振興基本方針 重点プログラム（抜粋） 

 ・対話型鑑賞教育推進事業 ご協力のお願い 

 ・令和６年度 対話型鑑賞教育 ファシリテーター養成講座カリキュラム 

 ・ＱＲコード ウェブサイト、メールアドレス、ファイスブック 

          船橋市民ギャラリーホームページへ 

（２）応募資料(黄色封筒内) 

・対話型鑑賞教育事業臨時職員募集要件等 

 ・応募書類（①～⑦提出書類） 

① 応募書 

② 履歴書 

③ 誓約書 

④ 個人情報保護誓約書 

⑤ 個人番号申告書（マイナンバー関係） 

⑥ 賃金口座振込申出書 

⑦ 給与所得者の扶養控除等（異動）申告書（※主たる給与となる場合） 

※連絡先等記入用紙 

      （HPよりダウンロードして当日持参。当日会場で記入でも可） 

・自転車保険パンフ 


